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祓川の水生生物調査（関連記事２ページ）



調
査
を
し
ま
し
た
。

上
御
糸
小
学
校
で
は
、
４
年
生

児
童
39
人
が
祓
川
の
須
田
橋
付
近

を
調
査
。
１
時
間
ほ
ど
川
に
入
っ

て
生
物
を
採
取
し
た
後
、
隣
接
す

る
広
場
で
生
物
の
種
類
や
数
を
調

べ
ま
し
た
。

総
合
学
習
の
講
師
と
し
て
調
査
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斎
宮
・
上
御
糸
・
下
御
糸
の
各

小
学
校
の
児
童
た
ち
が
、
総
合
学

習
の
一
環
と
し
て
、
祓
川
の
水
生

生
物
調
査
を
行
い
ま
し
た
。

こ
の
調
査
は
、
地
元
を
流
れ
る

河
川
の
調
査
を
通
じ
て
、
子
ど
も

た
ち
に
自
然
環
境
や
水
質
保
全
に

興
味
を
持
っ
て
も
ら
お
う
と
、
む

ら
お
こ
し
・
か
み
み
い
と
、
む
ら

お
こ
し
・
さ
い
く
う
祓
川
、
祓
川

環
境
美
化
推
進
協
議
会
な
ど
、
各

団
体
の
呼
び
か
け
で
毎
年
行
わ
れ

て
い
る
も
の
で
す
。

ま
た
、
農
地
の
環
境
保
全
活
動

の
一
環
と
し
て
、
各
団
体
が
調
査

場
所
の
事
前
清
掃
な
ど
の
活
動
を

行
っ
て
い
ま
す
。

水
生
生
物
調
査
は
、
採
取
さ
れ

る
生
物
の
種
類
か
ら
水
質
を
調
べ

る
も
の
で
、
今
年
は
斎
宮
小
学
校

が
６
月
25
日
に
、
下
御
糸
・
上
御

糸
小
学
校
が
28
日
に
、
そ
れ
ぞ
れ

を
指
導
し
た
、
京
都
大
学
大
学
院

理
学
研
究
科
動
物
生
態
学
研
究
室

研
究
員
で
理
学
博
士
の
北
村
淳
一

さ
ん
は
「
水
質
は
少
し
汚
れ
て
い

ま
す
が
、
最
も
多
様
な
生
物
が
見

ら
れ
る
環
境
で
す
」
と
講
評
し
て

い
ま
し
た
。

祓川の水生生物調査

小学校の総合学習の一環で

上御糸小学校の児童たちは須田橋付近を調査

採取した水生生物の種類や数を調査

町
の
無
形
民
俗
文
化
財
に
指
定

さ
れ
て
い
る
「
前
野
の
浅
間
行
事
」

が
６
月
24
日
、
祓
川
前
野
橋
付
近

の
河
原
で
行
わ
れ
ま
し
た
。

こ
の
日
は
、
朝
か
ら
雨
の
天
候

で
し
た
が
、
伝
統
を
絶
や
す
ま
い

と
、
地
区
の
人
た
ち
は
か
っ
ぱ
を

着
て
行
事
を
行
い
ま
し
た
。

行
事
は
「
富
士
講
」
と
染
め
た

法
被
に
鉢
巻
き
姿
の
人
た
ち
が
、

ほ
ら
貝
を
吹
き
な
が
ら
「
富
士
参

り
道
中
宿
歌
」
を
歌
い
、
前
野
集

落
セ
ン
タ
ー
か
ら
ご
神
木
の
あ
る

祓
川
の
河
原
ま
で
行
列
。
近
所
の

人
た
ち
も
、
傘
を
さ
し
て
行
列
に

続
き
ま
し
た
。

河
原
に
到
着
し
た
一
行
は
、
ご

神
木
に
お
神
酒
な
ど
を
供
え
、
そ

の
周
り
を
道
中
宿
歌
に
合
わ
せ
て

浅
間
お
ど
り
を
踊
り
ま
し
た
。
富

士
山
の
あ
る
東
の
方
角
と
大
峰
山

の
あ
る
西
の
方
角
に
向
い
て
、
村

内
安
全
と
豊
作
を
祈
り
、
竹
の
幣

（
へ
い
）
を
ご
神
木
に
結
び
付
け

て
行
事
が
終
わ
り
ま
し
た
。

最
後
は
、
お
供
え
の
お
さ
が
り

の
キ
ュ
ウ
リ
や
ひ
じ
き
が
、
雨
の

中
で
行
事
を
見
守
っ
て
い
た
人
た

ち
に
振
る
舞
わ
れ
ま
し
た
。

前
野
の
浅
間
行
事

祓
川
前
野
橋
の
河
原
で
浅
間
お
ど
り

浅
間
お
ど
り
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７
月
７
日
、
海
水
浴
シ
ー
ズ
ン

の
到
来
を
告
げ
る
大
淀
海
岸
の
浜

開
き
（
明
和
町
観
光
協
会
主
催
）

が
、
大
淀
ふ
れ
あ
い
キ
ャ
ン
プ
場

で
行
わ
れ
ま
し
た
。

式
典
に
は
、
町
観
光
協
会
や
商

工
会
、
伊
勢
湾
漁
業
協
同
組
合
、

自
治
会
の
皆
さ
ん
を
は
じ
め
、
今

年
の
斎
王
ま
つ
り
で
斎
王
役
を
務

め
た
安
田
有
希
さ
ん
（
明
和
町
上

野
）
、
同
ま
つ
り
で
命
婦
役
を
務

め
た
鈴
木
智
恵
さ
ん
（
松
阪
市
）

な
ど
、
約
70
人
が
出
席
。
シ
ー
ズ

ン
中
の
無
事
故
を
祈
る
安
全
祈
願

祭
の
後
、
テ
ー
プ
カ
ッ
ト
が
行
わ

大淀ふれあいキャンプ場で大淀海岸の浜開き

宝探しやもちまきで楽しいひととき

浜開きのテープカット

れ
ま
し
た
。

こ
の
日
は
、
小
雨
が
降
る
あ
い

に
く
の
空
模
様
で
し
た
が
、
業
平

夢
太
鼓
・
フ
ラ
ダ
ン
ス
の
披
露
、

宝
探
し
や
も
ち
ま
き
な
ど
、
さ
ま

ざ
ま
な
催
し
も
行
わ
れ
、
訪
れ
た

家
族
連
れ
や
子
ど
も
た
ち
は
、
楽

し
い
ひ
と
と
き
を
過
ご
し
ま
し

た
。ま

た
、
七
夕
に
ち
な
ん
で
、
き

れ
い
に
飾
ら
れ
た
笹
（
さ
さ
）
も

用
意
さ
れ
、
子
ど
も
た
ち
の
願
い

事
が
書
か
れ
た
色
と
り
ど
り
の
短

冊
が
、
浜
開
き
の
会
場
に
彩
り
を

添
え
て
い
ま
し
た
。

大
淀
海
岸
の
砂
浜
で
、
６
月
26

日
、
ア
カ
ウ
ミ
ガ
メ
の
産
卵
が
確

認
さ
れ
ま
し
た
。

大
淀
の
山
中
　
貢
さ
ん
が
、
砂

浜
で
ウ
ミ
ガ
メ
の
足
跡
ら
し
き
も

の
を
見
つ
け
、
町
役
場
に
連
絡
。

志
摩
半
島
野
生
動
物
研
究
会
の
若

林
郁
夫
さ
ん
（
鳥
羽
水
族
館
）
が
、

現
地
で
30
セ
ン
チ
ほ
ど
砂
を
掘
っ

て
、
ピ
ン
ポ
ン
玉
ほ
ど
の
白
い
卵

を
確
認
し
ま
し
た
。

三
重
県
内
で
は
、
す
で
に
志
摩

市
な
ど
で
ウ
ミ
ガ
メ
の
産
卵
が
確

認
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
明
和
町
を

含
む
伊
勢
湾
内
で
の
確
認
は
今
年

初
め
て
。
ま
た
、
大
淀
海
岸
で
の

産
卵
確
認
は
２
年
ぶ
り
と
な
る
そ

う
で
す
。

卵
は
１
０
０
個
ほ
ど
あ
り
、
気

温
な
ど
が
順
調
で
あ
れ
ば
、
約
２

カ
月
で
ふ
化
す
る
見
込
み
。
た
く

さ
ん
の
ウ
ミ
ガ
メ
の
赤
ち
ゃ
ん

が
、
元
気
に
生
ま
れ
る
と
い
い
で

す
ね
。

大
淀
海
岸
で
ア
カ
ウ
ミ
ガ
メ
の
産
卵

伊
勢
湾
内
で
は
今
年
初
め
て

産
卵
が
確
認
さ
れ
た
ウ
ミ
ガ
メ
の
卵

◇
第
３
回
多
気
郡
ス
ポ
ー
ツ
フ
ェ

ス
テ
ィ
バ
ル
軟
式
野
球
大
会
（
７

月
８
日
、
多
気
町
勢
和
台
ス
ポ
ー

ツ
セ
ン
タ
ー
、
町
関
係
分
）

①
明
和
町

◇
第
３
回
多
気
郡
ス
ポ
ー
ツ
フ
ェ

ス
テ
ィ
バ
ル
ソ
フ
ト
ボ
ー
ル
大
会

（
７
月
８
日
、
明
和
中
学
校
第
１

グ
ラ
ウ
ン
ド
、
町
関
係
分
）

▽
男
子
＝
①
明
和
町
選
抜

▽
女
子
＝
②
明
和
町

き
れ
い
に
飾
ら
れ
た
七
夕
の
笹
（
さ
さ
）

ス
ポ
ー
ツ
・
大
会
結
果
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６
月
27
日
、
多
気
郡
保
護
司
会

（
村
川
　
浩
会
長
）
の
皆
さ
ん
が

町
役
場
を
訪
れ
、
第
57
回
社
会
を

明
る
く
す
る
運
動
へ
の
協
力
に
つ

い
て
、
法
務
大
臣
か
ら
の
書
状
を

町
長
に
手
渡
し
ま
し
た
。

こ
れ
は
、
７
月
の
「
社
会
を
明

る
く
す
る
運
動
強
調
月
間
」
を
前

に
、
町
や
地
域
の
皆
さ
ん
の
理
解

と
参
加
を
求
め
た
も
の
。

社
会
を
明
る
く
す
る
運
動
は
、

す
べ
て
の
国
民
が
、
犯
罪
や
非
行

社
会
を
明
る
く
す
る
運
動

各
種
啓
発
活
動
を
展
開

斎
宮
・
明
星
駅
前
で
運
動
啓
発
な
ど

の
防
止
と
罪
を
犯
し
た
人
た
ち
の

更
生
へ
の
理
解
を
深
め
、
地
域
社

会
が
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
で
力
を
合

わ
せ
、
犯
罪
や
非
行
の
な
い
明
る

い
社
会
を
築
こ
う
と
す
る
全
国
的

な
運
動
で
す
。

運
動
の
強
調
月
間
中
、
７
月
２

日
の
朝
は
近
鉄
斎
宮
駅
・
明
星
駅

前
で
、
ま
た
７
日
に
は
大
淀
海
岸

の
浜
開
き
会
場
で
、
そ
れ
ぞ
れ
保

護
司
・
更
生
保
護
女
性
の
会
の
皆

さ
ん
な
ど
が
、
「
更
生
へ
の
道
の

り
に
は
、
あ
な
た
の
温
か
い
支
え

が
必
要
」
と
書
か
れ
た
ポ
ケ
ッ
ト

テ
ィ
ッ
シ
ュ
の
配
布
を
行
う
な

ど
、
各
種
啓
発
活
動
を
展
開
し
ま

し
た
。

明
和
町
老
人
ク
ラ
ブ
連
合
会

（
森
　
正
宏
会
長
）
の
ミ
ニ
運
動

会
が
６
月
22
日
、
総
合
体
育
館
で

開
催
さ
れ
、
町
内
５
地
区
の
老
人

ク
ラ
ブ
か
ら
約
５
５
０
人
が
参
加

し
ま
し
た
。

こ
の
運
動
会
は
、
健
康
づ
く
り

や
会
員
相
互
の
親
ぼ
く
を
図
る
こ

と
を
目
的
に
、
毎
年
こ
の
時
期
に

開
催
さ
れ
て
い
る
も
の
で
す
。

こ
の
日
は
、
大
玉
転
が
し
や
リ

レ
ー
競
技
な
ど
地
区
対
抗
で
競
う

種
目
と
、
風
船
割
り
ゲ
ー
ム
な
ど

親
ぼ
く
を
深
め
る
種
目
が
行
わ
れ

ま
し
た
。

地
区
対
抗
の
競
技
で
は
、
場
内

か
ら
選
手
に
大
き
な
声
援
が
送
ら

れ
ま
し
た
。

ま
た
、
風
船
割
り
ゲ
ー
ム
で
は
、

参
加
者
の
ユ
ー
モ
ラ
ス
な
動
き
に

会
場
か
ら
大
き
な
笑
い
声
が
起
こ

る
な
ど
、
選
手
も
観
衆
も
運
動
会

を
楽
し
み
ま
し
た
。

明和町老人クラブ連合会のミニ運動会
地区対抗競技や風船割りゲームなど

競技に参加する元気いっぱいの皆さん

斎宮駅前での啓発活動

法務大臣の書状を町長に手渡す多気郡保護司会の皆さん
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６
月
17
日
、
第
３
回
明
和
音
楽

祭
「
Ｆ
Ｉ
Ｒ
Ｅ
　
Ｆ
Ｌ
Ｙ
（
フ
ァ

イ
ヤ
ー
フ
ラ
イ
）
」
が
、
イ
オ
ン

明
和
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
で

開
催
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
催
し
は
、
音
楽
活
動
を
楽

し
む
若
者
た
ち
の
、
日
ご
ろ
の
練

習
成
果
を
発
表
す
る
機
会
を
設
け

る
と
と
も
に
、
出
演
者
や
来
場
者

の
皆
さ
ん
に
、
幅
広
く
交
流
を
深

め
て
も
ら
う
お
う
と
、
明
和
町
青

少
年
育
成
町
民
の
会
（
三
宅
　
括

会
長
）
が
主
催
。
町
内
の
若
者
た

ち
が
中
心
と
な
っ
て
、
企
画
・
準

備
か
ら
当
日
の
運
営
や
出
演
ま
で

を
手
が
け
る
、
ま
さ
に
手
づ
く
り

の
音
楽
コ
ン
サ
ー
ト
で
す
。

今
回
の
音
楽
祭
は
「
燃
え
上
が

れ
　
蛍
舞
う
空
へ
」
を
テ
ー
マ
に
、

町
内
外
で
活
動
す
る
９
組
の
グ
ル

ー
プ
な
ど
が
出
演
。

ス
テ
ー
ジ
で
は
、
オ
カ
リ
ナ
ア

ン
サ
ン
ブ
ル
や
フ
ル
ー
ト
、
ロ
ッ

ク
バ
ン
ド
の
演
奏
な
ど
、
さ
ま
ざ

ま
な
ジ
ャ
ン
ル
の
音
楽
が
披
露
さ

れ
、
訪
れ
た
人
た
ち
か
ら
は
、
盛

ん
な
拍
手
と
声
援
が
送
ら
れ
て
い

ま
し
た
。

明和音楽祭 ＦＩＲＥ ＦＬＹ

フルート演奏やロックバンドなど９組が出演

町青少年育成町民の会が主催

明
和
町
消
防
団
（
藪
谷
一
雄
団

長
）
の
夏
季
集
中
訓
練
が
、
明
和

消
防
署
で
実
施
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
訓
練
は
、
台
風
な
ど
の
風

水
害
の
季
節
を
前
に
、
団
員
の
防

災
へ
の
心
構
え
を
新
た
に
す
る
た

め
、
６
月
か
ら
７
月
に
か
け
て
町

内
５
分
団
28
部
の
全
団
員
を
対
象

に
、
夜
間
に
実
施
さ
れ
た
も
の
で

す
。６

月
15
日
に
は
女
性
部
の
訓
練

が
行
わ
れ
、
８
人
の
部
員
全
員
が

参
加
し
ま
し
た
。
訓
練
に
先
立
ち
、

町
長
が
日
ご
ろ
の
活
動
や
不
審
火

の
警
戒
活
動
に
対
す
る
感
謝
の
言

葉
を
述
べ
る
と
と
も
に
団
員
ら
を

激
励
し
ま
し
た
。

こ
の
日
は
、
明
和
消
防
署
員
の

指
導
で
礼
式
訓
練
な
ど
の
基
本
動

作
、
小
型
ポ
ン
プ
を
使
っ
た
放
水

訓
練
な
ど
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

町
消
防
団
の
夏
季
集
中
訓
練

小
型
ポ
ン
プ
の
放
水
訓
練
な
ど

６
月
か
ら
７
月
に
か
け
て
実
施

北
川
治
郎
さ
ん
（
上
村
）
が
、

高
齢
者
叙
勲
で
「
旭
日
単
光
章
」

を
受
章
し
、
６
月
18
日
に
町
長
か

ら
勲
章
が
伝
達
さ
れ
ま
し
た
。

高
齢
者
叙
勲
と
は
、
功
労
者
の

年
齢
が
88
歳
に
達
し
た
機
会
に
勲

章
が
授
与
さ
れ
る
も
の
で
、
毎
月

１
日
付
け
で
実
施
さ
れ
て
い
ま

す
。

北
川
さ
ん
は
昭
和
41
年
か
ら
昭

和
53
年
ま
で
３
期
12
年
間
、
町
議

会
議
員
を
務
め
ら
れ
、
そ
の
功
績

に
対
し
て
６
月
１
日
付
け
で
勲
章

が
授
与
さ
れ
ま
し
た
。

伝
達
式
の
後
、
町
長
と
懇
談
さ

れ
た
北
川
さ
ん
は
「
ま
さ
か
勲
章

を
い
た
だ
け
る
も
の
と
は
、
思
っ

て
も
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
受
章
に

と
て
も
感
激
し
て
い
ま
す
」
と
喜

び
を
語
っ
て
い
ま
し
た
。

上
村
の
北
川
治
郎
さ
ん

高
齢
者
叙
勲
で
旭
日
単
光
章
を
受
章

女
性
部
の
訓
練
の
様
子

伝達式の後、町長と懇談する北川さん（写真左）

フルートの演奏を披露する皆さん
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75
歳
に
な
る
と
、
健
康
保
険

の
資
格
は
そ
の
ま
ま
で
、
老
人

保
健
制
度
に
よ
る
医
療
を
受
け

る
こ
と
に
な
り
、
１
割
ま
た
は

３
割
の
自
己
負
担
で
受
診
で
き

る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
資
格
取

得
は
75
歳
の
誕
生
日
の
属
す
る

月
の
翌
月
（
１
日
生
ま
れ
の
人

は
そ
の
月
）
か
ら
に
な
り
ま
す

（
た
だ
し
、
昭
和
７
年
９
月
30
日

以
前
に
生
ま
れ
た
人
は
、
70
歳

か
ら
老
人
保
健
制
度
の
受
給
者

に
な
っ
て
い
ま
す
）。

な
お
、
平
成
20
年
４
月
か
ら

老
人
保
健
制
度
は
「
後
期
高
齢

者
医
療
制
度
」
に
移
行
し
、
独

立
し
た
保
険
制
度
に
加
入
す
る

こ
と
に
な
り
ま
す
。

※
一
定
の
障
害
認
定
を
受
け
て

い
る
人
は
、
申
請
に
よ
り
65
歳

か
ら
老
人
医
療
受
給
者
の
資
格

を
得
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

病
院
に
か
か
る
際
は
、
健
康

保
険
被
保
険
者
証
と
老
人
保
健

医
療
受
給
者
証
と
健
康
手
帳
を
、

病
院
の
窓
口
に
提
示
し
て
く
だ

さ
い
。
老
人
保
健
医
療
受
給
者

証
に
よ
り
、
病
院
が
負
担
割
合

を
確
認
し
ま
す
。
負
担
区
分
は

表
１
の
と
お
り
で
す
。

負
担
割
合
は
、
前
年
度
の
世

帯
全
員
の
住
民
税
課
税
状
況
な

ど
に
よ
り
、
毎
年
８
月
に
見
直

し
し
ま
す
。

※
自
己
負
担
割
合
が
変

更
に
な
っ
た
人
に
は
、

新
し
い
割
合
の
受
給
者

証
を
交
付
し
て
い
ま
す
。

旧
受
給
者
証
は
速
や
か

に
町
民
課
保
険
年
金
係

ま
で
ご
返
還
い
た
だ
き
、

必
ず
新
し
い
受
給
者
証

を
お
使
い
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
そ
の
際
、
病
院

へ
負
担
割
合
が
変
更
に

な
っ
た
旨
を
お
伝
え
く

だ
さ
い
。
負
担
区
分
の

変
更
を
知
り
な
が
ら
故

意
に
旧
受
給
者
証
を
使

っ
て
受
診
し
た
場
合
、

不
正
行
為
と
し
て
罰
せ

ら
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま

す
。

入
院
時
の
食
事
代
は
、
診
療

費
や
薬
代
と
は
別
に
表
２
の
金

額
が
自
己
負
担
に
な
り
ま
す
。

住
民
税
非
課
税
世
帯
（
低
所

得
I

、
II
）
の
人
は
「
入
院
時

一
部
負
担
金
限
度
額
適
用
・
標

準
負
担
額
減
額
認
定
証
」
の
交

付
申
請
を
し
て
、
認
定
証
の
交

付
を
受
け
て
く
だ
さ
い
。
こ
の

認
定
証
を
病
院
に
提
示
す
る
こ

と
に
よ
り
食
事
代
が
減
額
さ
れ

ま
す
。
な
お
、
認
定
証
は
毎
年

８
月
１
日
に
更
新
手
続
き
が
必

要
で
す
の
で
、
引
き
続
き
減
額

認
定
が
必
要
な
人
は
、
必
ず
交

付
申
請
を
し
て
く
だ
さ
い
。

１
カ
月
に
医
療
機
関
に
支
払

っ
た
自
己
負
担
額
が
表
３
（
次

ペ
ー
ジ
）
の
限
度
額
を
超
え
た

場
合
、
超
え
た
金
額
が
後
日
支

給
さ
れ
ま
す
。
申
請
手
続
き
が

必
要
と
思
わ
れ
る
人
に
は
、
診

療
月
の
２
カ
月
ほ
ど
後
に
役
場

か
ら
連
絡
を
し
ま
す
（
一
度
申

請
す
る
と
次
回
か
ら
は
申
請
の

必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
）。

な
お
、
自
己
負
担
額
は
、
病

院
、
診
療
所
、
歯
科
な
ど
の
区

別
な
く
合
算
し
ま
す
が
、
入
院

時
の
食
事
代
、
そ
の
ほ
か
の
私

費
な
ど
に
つ
い
て
は
合
算
対
象

に
含
ま
れ
ま
せ
ん
。

●
や
む
を
得
な
い
理
由
で
、
保

険
証
、
健
康
手
帳
、
医
療
受

給
者
証
を
持
た
ず
に
病
院
に

か
か
っ
た
り
、
保
険
証
を
扱

っ
て
い
な
い
病
院
で
治
療
を

資
格
に
つ
い
て

負
担
割
合
は

入
院
時
の
食
事
代

高
額
医
療
費
の

支
給
に
つ
い
て

後
日
医
療
費
が

支
給
さ
れ
る
場
合

ご
存
じ
で
す
か

老
人
保
健
制
度

町
民
課
保
険
年
金
係
（

TEL
52-

７
１
１
４
）
へ
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広報めいわ　広報めいわ　2007年8月号月号 広報めいわ　2007年8月号 

を
受
け
た
場
合
（
海
外
渡
航

中
の
治
療
な
ど
）
に
の
み
、

支
給
で
き
ま
す
。

※
申
請
が
必
要
で
す
。
詳
し
い

医
療
内
容
明
細
書
、
領
収
書
、

印
鑑
、
郵
便
局
以
外
の
通
帳
を

持
参
し
窓
口
に
来
て
く
だ
さ
い
。

●
コ
ル
セ
ッ
ト
・
ギ
ブ
ス
な
ど

の
補
装
具
代
、
は
り
・
き
ゅ

う
、
マ
ッ
サ
ー
ジ
な
ど
の
施

術
を
受
け
た
場
合
、
支
給
さ

れ
ま
す
。

※
申
請
が
必
要
で
す
。
医
師
の

診
断
書
ま
た
は
施
術
内
容
明
細

書
お
よ
び
医
師
の
同
意
書
、
領

収
書
、
印
鑑
、
郵
便
局
以
外
の

通
帳
を
持
参
し
窓
口
に
来
て
く

だ
さ
い
。

●
高
額
な
治
療
を
長
期
間
継
続

し
て
行
う
必
要
が
あ
る
血
友

病
、
血
液
凝
固
因
子
製
剤
に

起
因
す
る
Ｈ
Ｉ
Ｖ
感
染
症
、

人
工
透
析
が
必
要
な
慢
性
腎

不
全
は
、
厚
生
労
働
大
臣
が

指
定
す
る
特
定
疾
病
に
該
当

し
ま
す
。
こ
れ
ら
の
病
気
に

該
当
す
る
人
は
、
役
場
に
申

請
し
て
「
老
人
保
健
特
定
疾

病
療
養
受
療
証
」
の
交
付
を

受
け
、
受
療
証
を
病
院
に
提

示
す
れ
ば
、
毎
月
の
自
己
負

担
額
が
１
万
円
ま
で
と
な
り

ま
す
。

①
加
入
保
険
に
変
更
が
あ
っ
た

場
合
は
必
ず
届
出
を
し
て
く

だ
さ
い
。

②
保
険
証
の
変
更
が
あ
る
場
合

は
、
速
や
か
に
町
民
課
保
険

年
金
係
ま
で
お
届
け
い
た
だ

く
と
と
も
に
、
病
院
へ
そ
の

旨
お
伝
え
く
だ
さ
い
。

過
去
５
年
間
の
老
人
保
健
に

係
る
医
療
費
を
見
る
と
、
法
改

正
に
よ
る
一
時
的
な
減
少
が
あ

る
も
の
の
、
医
療
費
は
増
加
傾

向
に
あ
り
ま
す
。
健
康
を
支
え

あ
い
、
安
心
し
て
医
療
を
受
け

ら
れ
る
よ
う
に
、
老
人
保
健
制

度
を
理
解
し
、
同
じ
病
気
で
い

く
つ
も
の
病
院
に
か
か
る
の
は

控
え
、
日
ご
ろ
か
ら
健
康
づ
く

り
に
努
め
ま
し
ょ
う
。

＊
健
康
づ
く
り
の
ポ
イ
ン
ト
＊

①
食
塩
、
脂
肪
分
は
控
え
め
に
、

バ
ラ
ン
ス
の
取
れ
た
食
事
を

三
食
規
則
正
し
く
取
り
ま
し

ょ
う
。

②
適
度
な
運
動
を
し
ま
し
ょ
う
。

(

ウ
オ
ー
キ
ン
グ
は
、
全
身
を

使
い
、
心
肺
機
能
を
高
め
脂

肪
を
燃
焼
さ
せ
る
の
で
お
す

す
め
）

③
趣
味
や
余
暇
活
動
な
ど
で
ゆ

っ
た
り
と
休
養
し
、
規
則
正

し
く
十
分
な
睡
眠
を
取
り
ま

し
ょ
う
。

④
定
期
的
に
健
康
診
断
を
受
け

ま
し
ょ
う
。

＊
病
院
の
か
か
り
方
＊

①
何
で
も
相
談
で
き
る
、
か
か

り
つ
け
の
お
医
者
さ
ん
を
持

ち
ま
し
ょ
う
。

②
薬
な
ど
を
む
や
み
に
要
求
せ

ず
、
適
切
な
診
断
を
受
け
、

処
方
し
て
も
ら
い
ま
し
ょ
う
。

③
緊
急
時
を
退
い
て
、
休
日
、

深
夜
、
時
間
外
の
受
診
は
避

け
ま
し
ょ
う
。

※
詳
し
く
は
、
町
民
課
保
険
年

金
係
（

TEL
52-

７
１
１
４
・
フ
ァ

ク
ス
52-

７
１
３
７
）
へ
。

 

年度 
医療費 

（自己負担額を除く） 

年度末現在の 
受給者数 

１人あたりの 
月平均医療費 

14

15

16

1,675,641,523

1,727,377,564

1,780,913,069

3,328

3,198

3,080

41,958

45,012

48,185

過去５年間の老人保険医療費の推移 （円） 

17

18

1,811,159,451

1,653,588,636

2,922

2,808

51,653

49,074

特
定
疾
病
と

認
め
ら
れ
た
場
合

老
人
保
健
受
給
者

の
皆
さ
ん
へ

適
切
な
受
診
と

健
康
づ
く
り
を

2011年７月24日

地上アナログテレビ

放送終了のお知らせ

現行の地上アナログテレビ放送は、地上デジタ

ルテレビ放送への移行に伴い、2011年７月24日

までに終了します。

地上デジタルテレビ放送の視聴方法など、受信

に関する相談・問い合わせは、下記までお願いし

ます。

■受信相談 総務省地上デジタルテレビジョン放

送受信相談センター（TEL0570-07-0101、また
はTEL03-4334-1111）

■視聴エリア （社）デジタル放送推進協会　ホ
ームページ＝h t t p : / / w w w . d p a . o r . j p /



町
で
は
、
保
健
の
向
上
お
よ

び
福
祉
の
増
進
を
図
る
た
め
、

町
内
在
住
の
心
身
障
害
者
、
一

人
親
家
庭
等
、
乳
幼
児
を
対
象

に
医
療
費
の
助
成
を
行
っ
て
い
ま

す
。助

成
対
象
者
は
次
の
と
お
り

で
す
。

《
心
身
障
害
者
医
療
費
助
成
》

■
対
象
者

身
体
障
害
者
手
帳

１
級
か
ら
４
級
ま
で
の
人
、

お
よ
び
療
育
手
帳
Ｂ
１
以
上

ま
た
は
Ｉ
Ｑ
50
以
下
の
人
。

《
一
人
親
家
庭
等
医
療
費
助

成
》

■
対
象
者

18
歳
年
度
末
ま
で

の
児
童
を
扶
養
し
て
い
る
母

子
家
庭
お
よ
び
父
子
家
庭
の

親
、
お
よ
び
児
童
。
▽
父
母

の
い
な
い
18
歳
年
度
末
ま
で

の
児
童
、
お
よ
び
養
育
者
。

《
乳
幼
児
医
療
費
助
成
》

■
対
象
者

０
歳
か
ら
６
歳

（
小
学
校
就
学
前
）
ま
で
の
児

童
。
た
だ
し
、
４
歳
誕
生
日

翌
月
以
降
は
入
院
医
療
費
の

み
助
成
と
な
り
、
受
給
資
格

証
の
発
行
は
あ
り
ま
せ
ん
の

で
、
次
の
も
の
を
お
持
ち
の

う
え
、
福
祉
課
で
手
続
き
を

し
て
く
だ
さ
い
。

①
入
院
医
療
費
領
収
書

②
健
康
保
険
証

③
預
金
通
帳

④
認
印

⑤
所
得
証
明
書
（
平
成
19
年
１

月
２
日
以
降
に
明
和
町
に
転

入
さ
れ
た
人
は
、
前
住
所
地

で
所
得
証
明
書
を
取
得
し
て

提
出
て
く
だ
さ
い
）

※
福
祉
医
療
費
助
成
制
度
で
は
、

前
年
の
所
得
が
下
表
の
額
を
超

え
る
場
合
は
、
助
成
を
受
け
る

こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
の
で
ご
了

承
く
だ
さ
い
。

父
母
の
離
婚
な
ど
に
よ
り
、

父
親
と
生
計
を
同
じ
く
し
て
い

な
い
児
童
を
養
育
し
て
い
る
母

子
家
庭
な
ど
の
生
活
の
安
定
と

自
立
を
助
け
、
児
童
の
福
祉
の

増
進
を
図
る
た
め
の
制
度
で
す
。

●
児
童
扶
養
手
当
を
受
給
で
き
る
人

次
の
条
件
に
該
当
す
る
児
童

を
扶
養
し
て
い
る
母
や
、
そ
の

母
に
代
わ
っ
て
そ
の
児
童
を
養

育
し
て
い
る
人
で
す
。

①
父
母
が
離
婚
し
た
後
、
父
と

生
計
を
同
じ
く
し
て
い
な
い

児
童

②
父
が
死
亡
し
た
児
童

③
父
が
重
度
の
障
害
の
状
態
に

あ
る
児
童

④
父
の
生
死
が
明
ら
か
で
な
い

児
童

⑤
父
か
ら
１
年
以
上
遺
棄
さ
れ

て
い
る
児
童

⑥
父
が
１
年
以
上
拘
禁
さ
れ
て

い
る
児
童

⑦
母
の
婚
姻
に
よ
ら
な
い
で
生

ま
れ
た
児
童

⑧
父
母
と
も
に
不
明
で
あ
る
児

童
●
児
童
扶
養
手
当
を
受
給
で
き

な
い
場
合

①
父
ま
た
は
母
の
死
亡
を
理
由

と
す
る
公
的
年
金
を
受
給
し

て
い
る
場
合

②
労
働
基
準
法
な
ど
の
規
定
に

よ
る
遺
族
補
償
を
受
け
て
い

る
場
合

③
児
童
入
所
施
設
ま
た
は
里
親

に
委
託
し
て
い
る
場
合

●
手
当
の
額

手
当
の
全
額
を
受
給
で
き
る

場
合
、
月
額
４
万
１
７
２
０
円

が
支
給
さ
れ
ま
す
。

手
当
の
一
部
を
受
給
で
き
る

場
合
は
、
前
年
の
所
得
額
に
応

じ
て
計
算
さ
れ
、
月
額
４
万
１

７
１
０
円
か
ら
９
８
５
０
円
の
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０人 

１人 

２人 

３人 

４人 

５人 

扶養親族などの 
人数（税法上） 

心身障害者医療費 

192万円 

230万円 

268万円 

306万円 

344万円 

382万円 

●老人扶養者１人に 
つき６万円加算 

●所得制限限度額 

360.4万円 

398.4万円 

436.4万円 

474.4万円 

512.4万円 

550.4万円 

本人所得額 

628.7万円 

653.6万円 

674.9万円 

696.2万円 

717.5万円 

738.8万円 

配偶者および扶養義務者所得額 

乳幼児医療費 

保護者所得額 

532万円 

570万円 

608万円 

646万円 

684万円 

722万円 

一人親家庭等医療費 

本人所得額 扶養義務者所得額 

236万円 

274万円 

312万円 

350万円 

388万円 

426万円 

●老人扶養者１人に 
つき10万円加算 
●特定扶養者１人に 
つき25万円加算 

●老人扶養者１人につき６万円加算 
 

●老人扶養者１人に 
つき10万円加算 
●特定扶養者１人に 
つき25万円加算 

●老人扶養者１人につき 
６万円加算 
 

福祉制度のご案内

福祉医療費助成・児童扶養手当などについて

福祉課福祉係（TEL52-７１１５）

福
祉
医
療
費

助
成
制
度

児
童
扶
養

手
当
制
度



範
囲
で
決
定
さ
れ
ま
す
。

児
童
が
２
人
の
場
合
は
前
記

金
額
に
５
０
０
０
円
の
加
算
、

３
人
目
以
降
は
児
童
が
１
人
増

え
る
ご
と
に
３
０
０
０
円
ず
つ

加
算
さ
れ
ま
す
。

身
体
や
精
神
に
障
害
の
あ
る

20
歳
未
満
の
児
童
を
養
育
さ
れ

て
い
る
人
に
手
当
を
支
給
し
、

児
童
の
福
祉
の
増
進
を
図
る
た

め
の
制
度
で
す
。

●
特
別
児
童
扶
養
手
当
を
受
給

で
き
る
人

身
体
や
精
神
に
障
害
（
お
お

む
ね
、
身
体
障
害
者
手
帳
３
級

以
上
・
療
育
手
帳
Ｂ
〈
中
度
〉

以
上
）
の
あ
る
児
童
の
父
も
し

く
は
母
、
ま
た
は
父
母
に
代
わ

っ
て
児
童
を
養
育
し
て
い
る
人

で
す
。

ま
た
、
身
体
障
害
者
手
帳
を

お
持
ち
で
な
い
場
合
で
も
、
医

師
の
診
断
書
で
同
程
度
の
障
害

が
あ
る
と
認
定
さ
れ
た
場
合
は
、

手
当
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

●
特
別
児
童
扶
養
手
当
を
受
給

で
き
な
い
場
合

①
障
害
を
理
由
と
す
る
公
的
年

金
を
受
給
し
て
い
る
場
合

②
児
童
入
所
施
設
な
ど
に
入
所

し
て
い
る
場
合

●
手
当
の
額

障
害
の
程
度
に
応
じ
て
１
級

と
２
級
に
規
定
さ
れ
て
お
り
、

手
当
月
額
は
、
１
級
５
万
０
７

５
０
円
、
２
級
３
万
３
８
０
０

円
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

※
こ
れ
ら
の
扶
養
手
当
は
福
祉

課
で
手
続
き
を
し
、
三
重
県
知

事
の
認
定
を
受
け
る
と
、
申
請

し
た
日
の
翌
月
分
か
ら
手
当
が

支
給
さ
れ
ま
す
（
た
だ
し
所
得

制
限
に
よ
り
支
給
さ
れ
な
い
場

合
が
あ
り
ま
す
）。

※
詳
し
く
は
、
福
祉
課
福
祉
係

（
TEL
52-

７
１
１
５
）
へ
。
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特
別
児
童

扶
養
手
当
制
度

年金記録問題の解決に向けて　町の取り組み

明和町では、社会保険庁の年金記録問題を受け、町民の皆さんの不安を少しでも解消できるよう、
町として対応できる支援策として、次の各項目に取り組んでいます。

①年金制度一般に関する相談
②社会保険事務所への取り次ぎ
③社会保険事務所への年金加入記録の確認

町では、社会保険庁の年金記録問題が発覚する以前から、町民の皆さんの最も身近な年金相談窓口として、所轄

の社会保険事務所と連携を取り、各種相談に応じています。

具体的には、年金手帳が２通以上あるなど、基礎年金番号に統合されていない相談者に対しては、松阪社会保険

事務所と連絡を取り「年金手帳記号番号登録処理票」を作成し、同事務所に送達しています。

国民年金の相談の場合、町で保有している年金記録の内容などと、社会保険事務所で把握している内容との照合

を行っています。

また、相談者が厚生年金の被保険者の場合は、相談者の希望に基づき、松阪社会保険事務所に連絡を取り、必要

な手続きなどについて確認し、同事務所へ出向いていただくよう案内しています。

▽新たな取り組み　町で保有する資格・検認情報の無料交付

町では、今後の新たな取り組みとして、被保険者のさらなる不安解消のために、被保険者本人からの申し出に基

づき、町で保有する国民年金被保険者資格情報と検認情報について、無料交付することとしました。

※詳しくは、町民課保険年金係（TEL52-7114）へお問い合わせください。
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平
成
19
年
度
明
和
町
一
般
会

計
は
、
６
１
０
３
万
３
千
円
を
追

加
し
、
総
額
６
１
億
９
１
０
３
万

３
千
円
と
な
り
ま
し
た
。

補
正
の
内
容
に
つ
い
て
、
主
な

内
容
は
次
の
と
お
り
で
す
。

■
議
会
費

賃
金
な
ど
、
７
８
万

円
を
増
額

■
総
務
費

交
通
安
全
対
策
特
別

対
策
工
事
な
ど
、
２
５
９
万
２

千
円
を
増
額

■
民
生
費

障
害
者
自
立
支
援
シ

ス
テ
ム
電
算
委
託
料
、
介
護
保

険
特
別
会
計
繰
出
金
、
児
童
手

当
な
ど
、
３
５
４
８
万
７
千
円

を
増
額

■
衛
生
費

リ
サ
イ
ク
ル
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
設
置
工
事
、
上
水
道
事

業
補
助
な
ど
、
２
４
５
万
５
千

円
を
増
額

■
農
林
水
産
業
費

資
源
保
全
地

域
協
議
会
交
付
金
、
新
下
御
糸

漁
港
基
盤
整
備
工
事
な
ど
、
４

７
７
万
９
千
円
を
増
額

■
土
木
費

木
造
住
宅
耐
震
診
断

調
査
業
務
委
託
料
、
木
造
住
宅

耐
震
補
強
工
事
補
助
、
農
業
集

落
排
水
事
業
特
別
会
計
繰
出
金

な
ど
、
１
３
１
３
万
円
を
増
額

■
教
育
費

学
力
ア
ド
バ
ン
ス
事

業
、
シ
ロ
ア
リ
駆
除
委
託
料
な

ど
、
１
８
１
万
円
を
増
額

※
こ
れ
ら
の
財
源
は
、
国
庫
支
出

金
１
９
９
６
万
９
千
円
、
県
支
出

金
６
７
３
万
５
千
円
、
寄
付
金
１

０
０
万
円
、
繰
越
金
３
３
３
２
万

９
千
円
を
見
込
ん
で
い
ま
す
。

平
成
19
年
第
２
回
町
議
会
定
例
会

一
般
会
計
の
補
正
な
ど
19
案
件
を
可
決

平
成
19
年
第
２
回
明
和
町
議
会
定
例
会
が
、
６
月
19
日
か
ら
22
日
の
会
期
で
開
か
れ
ま
し
た
。

定
例
会
で
は
、
平
成
19
年
度
明
和
町
一
般
会
計
・
特
別
会
計
・
水
道
事
業
会
計
の
補
正
予
算
な
ど
を
審
議
し
、
19

案
件
（
同
意
１
件
、
承
認
２
件
、
報
告
７
件
、
議
案
９
件
）
が
、
原
案
ど
お
り
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

一
般
会
計

６
１
０
３
万
円
３
千
円
を
補
正

会
計
の

補
正

平
成
19
年
度
明
和
町
各
特
別
会

計
・
水
道
事
業
会
計
の
補
正
の
内

容
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

■
明
和
町
国
民
健
康
保
険
特
別
会

計

国
保
ヘ
ル
ス
ア
ッ
プ
事
業

委
託
料
、
特
定
健
康
診
査
等
実

施
計
画
策
定
業
務
委
託
料
な

ど
、
５
９
０
万
円
を
増
額

■
明
和
町
農
業
集
落
排
水
事
業
特

別
会
計

事
業
計
画
設
計
業
務

等
委
託
料
な
ど
、
７
３
３
万
７

千
円
を
増
額

■
明
和
町
介
護
保
険
特
別
会
計

賃
金
な
ど
、
１
２
１
万
９
千
円

を
増
額

■
明
和
町
水
道
事
業
会
計

減
価

償
却
費
な
ど
、
９
１
万
６
千
円

を
増
額

そ
の
ほ
か
の
主
な
案
件

固
定
資
産
評
価
員
の

選
任
な
ど

■
明
和
町
固
定
資
産
評
価
員
の
中

山
正
美
さ
ん
（
山
大
淀
）
の
辞

任
に
伴
い
、
そ
の
後
任
と
し
て
、

明
石
典
男
さ
ん
（
多
気
町
土
羽
、

明
和
町
副
町
長
）
を
選
任
す
る

こ
と
に
つ
い
て
、
議
会
の
同
意

を
得
ま
し
た
。

■
多
気
東
部
土
地
開
発
公
社
定
款

の
一
部
を
改
正
す
る
定
款
に
つ

い
て
、
議
案
を
可
決
し
ま
し
た
。

■
明
和
町
消
防
団
員
等
公
務
災
害

補
償
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例
に
つ
い
て
、
議
案
を
可
決

し
ま
し
た
。

■
平
成
19
年
度
地
特
│
１
地
方
特

定
道
路
整
備
事
業
明
和
中
央
線

交
差
点
改
良
工
事
請
負
契
約
に

つ
い
て
、
議
案
を
可
決
し
ま
し

た
。

■
平
成
19
年
度
住
│
１
公
営
住
宅

整
備
事
業
上
御
糸
団
地
建
替
工

事
（
第
Ⅲ
期
）
請
負
契
約
に
つ

い
て
、
議
案
を
可
決
し
ま
し
た
。

特

別

・

水
道
事
業

守ろう！確かめよう！この最低賃金

三重県最低賃金は

時間額675円です
（平成18年10月1日発効）

三重県最低賃金は、最低賃金法に基づき、三重労働局

長が三重地方最低賃金審議会の答申を受けて決定したも

のものです。

この最低賃金は、年齢、雇用形態（パート・アルバイ

トなど）を問わず、県内で働くすべての労働者に適用さ

れます。

なお、特定の産業に該当する事業場で働く労働者には、

産業別最低賃金が定められています。

※詳しくは、三重労働局賃金室（TEL059-226-2108）、

または最寄りの労働基準監督署へ。
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シ
リ
ー
ズ
『
自
分
の
身
は
自
分
で
守
ろ
う
！
』

備
え
あ
れ
ば
憂
い
な
し

！

〜

家
具
の
地
震
対
策
〜

皆
さ
ん
、
地
震
に
対
す
る
備
え
は
で
き
て
い
ま
す
か
？

「
建
物
の
耐
震
化
」
は
も
ち
ろ
ん
大
切
で
す
が
、
実
際
の
と
こ
ろ
、

簡
単
に
で
き
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

だ
か
ら
と
い
っ
て
「
何
も
し
な
い
」
の
で
は
な
く
、
で
き
る
こ
と

か
ら
取
り
組
む
こ
と
が
重
要
で
す
。

比
較
的
簡
単
に
で
き
て
、
そ
の
反
面
と
て
も
重
要
な
も
の
に
「
家

具
の
転
倒
防
止
対
策
（
家
具
の
固
定
）」
が
あ
り
ま
す
。

平
成
７
年
の
阪
神
・
淡
路
大
震
災
で
は
、
建
物
の
倒
壊
は
も
ち
ろ
ん

の
こ
と
、
家
具
の
転
倒
や
ブ
ロ
ッ
ク
塀
の
倒
壊
に
よ
る
被
害
が
多
数

発
生
し
、
地
震
対
策
の
大
き
な
教
訓
と
な
っ
て
い
ま
す
。

各
ご
家
庭
で
も
、
次
の
と
お
り
家
具
の
地
震
対
策
を
行
い
、
地
震

に
備
え
て
く
だ
さ
い
。

■
家
具
転
倒
防
止
の
対
策
（
家
具
を
置
く
際
の
注
意
点
）

①
家
具
を
壁
面
な
ど
に
固
定
し
、
転
倒
を
防
止
す
る
。

②
冷
蔵
庫
や
テ
レ
ビ
な
ど
の
家
電
製
品
や
、
ピ
ア
ノ
な
ど
も
固
定
を
。

③
家
具
は
、
後
ろ
も
た
れ
気
味
に
置
く
。

④
軟
ら
か
い
床
に
は
、
高
さ
の
高
い
家
具
を
置
か
な
い
。

⑤
重
い
も
の
は
、
家
具
の
下
部
に
収
納
す
る
。

⑥
家
具
の
上
に
は
、
重
い
も
の
を
置
か
な
い
。

⑦
ガ
ラ
ス
に
は
、
飛
散
防
止
フ
ィ
ル
ム
が
有
効
。

⑧
家
具
の
配
置
に
も
工
夫
を
。
例
え
ば
「
た
ん
す
部
屋
」
を
つ
く
っ

て
、
寝
る
部
屋
に
は
家
具
を
置
か
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
も
有

効
。

■
そ
の
ほ
か
の
対
策
の
ご
提
案

①
ブ
ロ
ッ
ク
塀
＝
鉄
骨
な
ど
で
補
強
す
る
。
高
さ
を
低
く
す
る
。
撤

去
し
、
生
け
垣
に
変
え
る
な
ど
。

②
ベ
ラ
ン
ダ
の
植
木
鉢
・
エ
ア
コ
ン
の
室
外
機
、
看
板
な
ど
＝
落
下

し
な
い
よ
う
に
確
実
な
固
定
を
。

感電災害は夏季に集中して発生

します。

夏は汗をかきやすく、皮膚の露

出部分が多くなり、また疲労から

注意力が散漫になりがちです。こ

のようなことから、経済産業省の

主唱の下に全国一斉に、毎年８月

を「電気使用安全月間」とし、感

電事故の予防を呼びかけていま

す。感電事故を防止するには、

●不良電気設備をなくす

●電気を正しく利用する

●漏電遮断器を取り付ける

※詳しくは、(財)中部電気保安協会
松阪事業所（TEL0598-50-0850）へ。

８月は電気使用安全月間です 松
阪
地
区
広
域
消
防
組
合
で

は
、
平
成
20
年
４
月
１
日
採
用
予

定
の
同
組
合
職
員
を
、
次
の
と
お

り
募
集
し
ま
す
。

■
募
集
職
種

消
防
職

■
受
験
資
格

昭
和
54
年
４
月
２

日
か
ら
平
成
２
年
４
月
１
日
ま

で
に
生
ま
れ
た
人
で
、
次
の
要

件
を
満
た
す
人

①
日
本
国
籍
が
あ
り
、
地
方
公

務
員
法
第
16
条
（
欠
格
条
項
）

に
該
当
し
な
い
人
②
学
校
教
育

法
に
定
め
る
高
等
学
校
以
上
の

教
育
課
程
を
、
平
成
20
年
３
月

ま
で
に
卒
業
（
修
了
）
ま
た
は

卒
業
（
修
了
）
見
込
み
の
人
、

お
よ
び
文
部
科
学
省
の
実
施
す

る
高
等
学
校
卒
業
程
度
認
定
試

験
（
旧
名
称
＝
大
学
入
学
資
格

検
定
試
験
）
に
合
格
し
た
人

■
採
用
予
定
人
員

10
人
程
度

■
応
募
方
法

受
付
期
間
中
に
、

次
の
も
の
を
松
阪
市
川
井
町
の

消
防
本
部
３
階
総
務
課
へ
直
接

持
参
ま
た
は
郵
送
（
配
達
記
録

郵
便
に
限
る
）

①
職
員
採
用
試
験
申
込
書
（
消

防
本
部
指
定
の
も
の
）
②
受
験

票
（
消
防
本
部
指
定
の
も
の
）

③
返
信
用
封
筒
２
通
（
80
円
切

手
を
貼
付
、
返
信
先
住
所
・
氏

名
を
記
入
の
こ
と
）

※
職
員
採
用
試
験
申
込
書
・
受
験

票
は
、
消
防
本
部
の
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
（h

ttp
:/
/
w
w
w
.m
ie
-

m
a
t
s
u
s
a
k
a
1
1
9
.j
p

）

か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

ま
た
、
８
月
１
日

（水）
か
ら
消
防

本
部
総
務
課
、
管
内
消
防
署
・
分

署
で
も
配
布
し
ま
す
（
消
防
本
部

総
務
課
に
つ
い
て
は
土
曜
・
日
曜

日
除
く
）。

■
受
付
期
間

８
月
６
日

（月）
〜

８
月
22
日

（水）

午
前
８
時
30

分
〜
午
後
５
時
15
分
（
土
曜
・

日
曜
日
は
除
く
。
郵
送
の
場
合

は
８
月
22
日

（水）
ま
で
に
必
着
）

■
試
験
日
程

第
１
次
試
験
＝
９

月
16
日

（日）

午
前
８
時
15
分

か
ら
　
三
重
中
京
大
学
、
第
２

次
試
験
＝
第
１
次
試
験
合
格
者

に
対
し
て
、
日
時
・
場
所
な
ど

を
通
知
（
成
績
証
明
書
、
卒
業

（
修
了
）
証
明
書
ま
た
は
卒
業

（
修
了
）
見
込
み
証
明
書
な
ど

を
提
出
）

■
試
験
科
目

第
１
次
試
験
＝
教

養
試
験
、
消
防
適
性
試
験
、
第

２
次
試
験
＝
面
接
、
論
文
、
身

体
・
体
力
の
測
定

■
採
用
予
定
者
の
決
定

第
２
次

試
験
終
了
後
、
決
定

※
詳
し
く
は
、
松
阪
地
区
広
域
消

防
組
合
消
防
本
部
総
務
課
（
〒
５

１
５
│
０
８
１
８
　
松
阪
市
川
井

町
１
０
０
１
番
地
１
、

TEL
０
５

９
８-

25-

１
４
１
１
）
へ
。

松
阪
地
区
広
域
消
防
組
合
の

職
員
を
募
集
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町 民 バ 
ス に 乗 っ て み ま せ ん 

か ！ 

●男の料理
残暑を乗り切って元気の出る、お酒のつまみに合う簡単家庭

料理を作ります。

■とき　９月8日（土） 午前９時30分～正午

■ところ　町人権センター
■講師　村林新吾さん（県立相可高校食物調理科教諭）と同校

調理クラブのみなさん

■参加費　1,000円

■定員　15人（先着順）

■参加資格　町内に在住の20歳以上の男性

●こだわり家庭料理
おいしい“だし”をとって、からだにやさしいおかずを作り

ます。２～３人前持ち帰っていただけますので、そのまま夕飯

としてお楽しみください。

■とき　９月８日（土） 午後１時30分～４時

■ところ　町人権センター
■講師　村林新吾さん（県立相可高校食物調理科教諭）と同校

調理クラブのみなさん

■定員　16人（先着順）

■参加費　1,500円

■参加資格　町内に在住の20歳以上の人

※各教室とも、参加申し込みは８月20日（月）～24日（金）の
午前９時～午後５時に、町人権センター（TEL55-3052）へ。
詳しくは、同センターへお問い合わせください。

●読（よ）あそび＆講演会
昨年度に引き続き、ブックドクター朗天狗

（ほがらかてんぐ）の楽しく、心あたたまる読（よ）あそび（読

み聞かせ）と講演会です。
■とき ８月18日（土） 午前９時30分～11時10分

午前９時30分～10時　読あそび（読み聞かせ）
午前10時10分～11時10分　講演会

■ところ　町中央公民館２階和室および小会議室

■講師　朗天狗　しんさん
■対象　幼児～小学校低学年

の親子。大人だけの参加も

可

■定員　50人（先着順）

■参加費　無料（整理券不要）
※詳しくは、学校教育課

（TEL52-7123）へ。

人権課 TEL52-7116・FAX52-7133
町人権センター TEL・FAX55-3052

学校教育課TEL52-7123・FAX52-7133
生涯学習課TEL52-7124・FAX52-7133

今月のひとまちふれあい企画

【楽しい手作り教室】

【まなびすて～しょん講演会】

インターネットは非

常に便利で、わたした

ちの生活に欠かせなく

なっています。

その反面、インター

ネットの持つ匿名性を

悪用して、個人のプライバシーに関するこ

とを無断で掲載し、名誉や心を傷つけるな

どの問題も発生しています。このようなこ

とは決して許されない行為であり、人権の

侵害につながります。

インターネットには常に不特定の人が存

在していることを意識し、思いやりの心を

持って利用しましょう。

※詳しくは、人権課（TEL52-7116）へ。

インターネットと人権

京
都
の
人
権
ゆ
か
り
の
名
所

旧
跡
を
案
内
し
た
ガ
イ
ド
ブ
ッ

ク
「
京
都
人
権
歴
史
紀
行
」
か

ら
、
今
年
は
洛
東
を
訪
ね
ま
す
。

名
跡
の
裏
に
隠
れ
た
も
う
一
つ

の
歴
史
が
浮
か
び
あ
が
り
ま
す
。

ま
た
、
「
う
ち
わ
」
へ
の
す
り

型
友
禅
染
め
の
体
験
も
あ
り
ま

す
。

■
と
き

８
月
23
日

（木）

午
前

７
時
20
分
出
発
、
午
後
８
時

30
分
帰
着
予
定

■
行
き
先

銀
閣
寺
、
岡
崎
公

園
、
京
都
伝
統
産
業
ふ
れ
あ

い
館
ほ
か

■
対
象
者

20
歳
以
上
の
町
民

■
参
加
費

３
０
０
０
円
（
昼

食
は
京
都
大
学
学
生
食
堂
で

自
費
）

■
定
員

40
人
（
先
着
順
）

■
申
込
方
法

８
月
６
日

（月）
〜

10
日

（金）
午
前
９
時
〜
午
後
５

時
に
人
権
セ
ン
タ
ー
へ

※
詳
し
く
は
、
人
権
セ
ン
タ
ー

（
TEL
55-

３
０
５
２
）
へ
。

第
２
回
京
都
人
権
歴
史

紀
行
の
参
加
者
を
募
集

昨年度の文化祭。読み聞かせの様子
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広報めいわ　広報めいわ　2007年8月号月号 広報めいわ　2007年8月号 

※ＰＨ（水素イオン濃度＝水の酸性、アルカリ性の程度を示し、７前後

が標準河川水）、ＢＯＤ（生物化学的酸素要求量＝水中の有機物が微生

物の働きによって分解されるときに消費される酸素量で、河川の汚濁

を測る代表的な指標）、ＳＳ（浮遊物質量＝水中に浮遊している微細な

固型物の量）、ＤＯ（溶存酸素＝水中に溶解している酸素量で、汚濁が

著しい河川では通常低い値を示し、魚類が生存できなくなる） 

三
河
川
の
水
質 

ＢＯＤ 

6.8

6.3

8.5

6.0

9.0

9.0

7.1

7.8

7.0

採水日（６月６日） 

祓　川（下御糸橋） 0.8

1.3

1.0

笹笛川（八木戸橋） 

大堀川（大堀川橋） 

河川名 
ＰＨ ＳＳ ＤＯ 

項　　　目 

参考：B類型（笹笛川） 
の環境基準値 

6.5以上 

8.5以下 
3.0以下 25.0以下 5.0以上 

ＭＣ（明和チャイルド）くらぶ

●とき・対象児 ８月23日（木）＝
平成17年１月生まれ、９月20日

（木）＝平成17年２月生まれ
●ところ 保健福祉センター

●受付時間 午前９時30分までに

●持ち物 母子健康手帳・発達調

査票

１歳６カ月児の健康診査

●とき・対象児 ８月10日（金）＝
平成18年１月生まれ、９月７日

（金）＝平成18年２月生まれ
●ところ 保健福祉センター

●受付時間 午後１時10分～１時

30分

●持ち物 母子健康手帳・健康診

査票

３歳児の健康診査

●とき・対象児 ８月24日（金）＝
平成16年１月生まれ、９月14日

（金）＝平成16年２月生まれ
●ところ 保健福祉センター

●受付時間 午後１時10分～１時

30分

●持ち物 母子健康手帳・健康診

査票

育児相談

●とき・対象者 ８月31日（金）＝
乳幼児で月齢は不問

●ところ 保健福祉センター

●受付時間 午前９時30分～10時

30分、午後１時30分～２時30分

●持ち物 母子健康手帳

●申し込み 相談する人の名前

（子どもの場合は生年月日）・電

話番号を、前日までに保健福祉

センターへ

各種検診など
お問い合わせ・詳しくは、

保健福祉センター（TEL52-7127）へ

返
還
請
求
・
お
問
い
合
わ
せ

は
、
ご
本
人
は
も
と
よ
り
ご
家
族

の
方
で
も
構
い
ま
せ
ん
。
お
心
当

た
り
の
人
は
、
気
軽
に
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

税
関
で
返
還
し
て
い
る
通
貨
・

証
券
な
ど
は
次
の
も
の
で
す
。

●
上
陸
地
の
税
関
・
海
運
局
に
預

け
た
通
貨
・
証
券
な
ど
（
上
陸

地
扱
保
管
物
件
）

●
帰
国
前
に
在
外
公
館
や
日
本
人

自
治
会
な
ど
に
預
け
た
通
貨
・

証
券
類
の
う
ち
、
そ
の
後
日
本

に
返
還
さ
れ
た
も
の
（
外
地
扱

保
管
物
件
）

※
通
貨
＝
旧
日
本
銀
行
券
、
旧
日

本
軍
軍
票
な
ど
、
証
券
な
ど
＝
支

那
事
変
割
引
国
庫
債
券
、
大
東
亜

戦
争
割
引
国
庫
債
券
な
ど

◇
　
　
　
　
　
◇
　
　
　

■
問
い
合
わ
せ
先

●
財
務
省
名
古
屋
税
関
　
監
視
部

許
可
通
関
部
門
（

TEL
０
５
２

│
６
５
４
│
４
０
６
０
）

●
財
務
省
名
古
屋
税
関
　
四
日
市

税
関
支
署
総
務
課
（

TEL
０
５

９
│
３
５
３
│
６
４
２
１
）

●
財
務
省
名
古
屋
税
関
　
四
日
市

税
関
支
署
津
出
張
所
（

TEL
０

５
９
│
２
３
４
│
４
１
６
１
）

名
古
屋
税
関
で
は
、
終
戦
後
に

外
地
か
ら
引
き
揚
げ
て
き
た
皆
さ

ん
が
、
税
関
な
ど
に
預
け
ら
れ
た

通
貨
や
証
券
な
ど
を
お
返
し
し
て

お
り
ま
す
が
、
今
な
お
引
取
手
が

な
く
、
保
管
さ
れ
た
ま
ま
に
な
っ

て
い
る
も
の
が
多
数
あ
り
ま
す
。

終
戦
当
時
の
引
揚
者
の
皆
さ
ん

お
預
か
り
し
た

通
貨
・
証
券
な
ど
の
返
還

財
務
省
名
古
屋
税
関

敬老福祉大会のお知らせ
参 加 申 し 込 み の 方 法 が 変 わ り ま す
町と老人クラブ連合会では、敬老の日を祝って「平成19

年度敬老福祉大会」を、９月17日（祝）に開催します。９月
１日現在で70歳以上の人には８月中旬に案内状を送付します

ので、参加される人は８月28日（火）までに申し込んでくだ
さい。

なお、今年から参加申し込みの方法が変わります。出席の

人だけ、参加申込書を同封の封筒に入れて返送してください。

切手は不要です。また、69歳までの人で老人クラブに加入し

ている人は、今までどおり老人クラブで取りまとめていただ

きます。

※詳しくは、福祉課高齢者福祉係（TEL52-7127）へ。
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ス に 乗 っ て み ま せ ん 
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６月16日 
～７月15日 

今年１月 
からの累計 

昨年同時期 
との比較 

交通事故総件数 

人身事故件数 

軽症者数 

死 者 数 

物損事故件数 

56件 

8件 

9人 

0人 

48件 

404件 

91件 

127人 

1人 

313件 

＋42件 

＋4件 

＋28人 

重傷者数 1人 10人 ±0人 

－4人 

＋38件 

■町内の交通事故発生状況（平成19年７月15日現在） 

～ 自転車も　ハンドル握れば　ドライバー ～ 

の２日間

■ところ 三重中京大学７号館（松阪

市久保町1846番地）

■受講資格 防火対象物で、防火管理

上必要な業務を適切に遂行すること

ができる、管理・監督的な地位にあ

る人

■受講料 資料代4,000円（松阪地区

防火協会会員事業者は3,000円）

■定員 200人（定員になり次第締め

切り）

■申し込み 消防本部、管内消防署に

備え付けの受講申請書に必要事項を

記入し、写真（縦４㌢×横３㌢、申

請書提出前６カ月以内に撮影したも

の）を添付のうえ、受講料とともに

松阪地区広域消防組合消防本部予防

課（松阪市川井町1001番地1）に提

出。なお、受講申請書は同組合ホー

ムページ ( h t t p : / / www . m i e -

m a t s u s a k a 1 1 9 . j p ) か ら も

ダウンロードできます

■受付期間 ８月６日（月）から８
月24日（金）までの間（土曜・日
曜日を除く）の午前８時30分から

午後５時15分まで

■そのほか ２日間の全科目を修了し

た人には、修了証が交付されます

※詳しくは、同組合消防本部予防課

（TEL0598-25-1412）へ。

食品表示に対する消費者の関心が高

まっていること、および食品の品質表

示のいっそうの適正化を図る観点か

ら、広く皆さんから食品の表示につい

て、情報の提供や問い合わせを受ける

ためのホットラインを設置していま

す。

皆さん、お気軽にご利用ください。

■問い合わせ 東海農政局三重農政事

務所　表示・規格課（TEL059-228-
3153）、三重県農水産物安全室

（TEL059-224-2497）

津地方法務局松阪支局では、法務局

の事務内容について、広く町民の皆さ

んに理解していただけるよう、今年も

市民講座を開催いたします。

■とき・内容 第１回＝９月20日（木）
認知症になる前に～成年後見制度を

ご存じですか？～、第２回＝10月16

日（火） 相続人はだ～れ？～遺産

分割による相続登記～、第３回＝11

月20日（火） 親や夫が亡くなった

ら登記はどうするの？

※受講時間は、いずれの回も午後１時

30分～３時30分

■ところ 津地方法務局松阪支局（松

阪合同庁舎内）１階共用会議室

■定員 30人（応募者多数の場合は先

着順）

■申込方法 はがき、ファクスまたは

電話で、住所・氏名・電話番号・受

講を希望する回（「第１回希望」ま

たは「第１回・第２回・第３回希望」

など）を明記し、津地方法務局松阪

支局総務課（〒515-8510 松阪市

高町493番地６、TEL0598-53-
1501、ファクス0598-53-1502）
または同支局総務課受付窓口へ

■申込期限 ９月５日（水）（必着）
※ 詳 し く は 、 同 支 局 総 務 課

（TEL0598-53-1501）へ。

中小企業退職金共済（中退共）制度

は、中小企業で働く従業員のための、

外部積み立て型の国の退職金制度で

す。

適格年金制度は、平成24年３月31

日までに、ほかの年金制度などに移行

するなどの対応が必要です。中退共制

度へ移行する際は、適格年金資産の全

額を移換することができます。

【事業主のメリット】

■退職金の管理が簡単

■移行時に積み立て不足の解消は不要

■移行時と加入後の事務手数料は不要

■掛け金は全額非課税

■加入後に掛け金（18,000円以下）を

増額した場合、増額分の３分の１を

１年間助成

【従業員のメリット】

■退職一時金の制度なので、60歳以下

でも退職金を受け取れる

■退職所得として、税法上の優遇

■転職した場合、前の企業での掛け金

納付実績を通算

※詳しくは、中退共名古屋退職金相談

コーナー（TEL052-681-8951）へ。

ご利用ください
食品表示110番

なっとく！法務局
市民講座受講者募集

ご存じですか
中退共制度
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●町県民税・２期

●固定資産税・×

●軽自動車税・×

●国民健康保険税・５期

●介護保険料・５期

納税は忘れず！
今月は下記のとおりです

いつきのみや歴史体験館では「１

日フリー体験～夏休みの作品づくり

をしましょう～」を、次のとおり行

います。予約なしで参加できる体験

です。

■絵巻物づくり～夏休みの思い出を

描きましょう～　とき＝８月11日

（土）、参加費＝700円
■王朝人の人形づくり～陶器ででき

官人官女の人形を彩色しましょう

～　とき＝８月11日（土）、参加
費＝800円

■コースターづくり～機織り体験を

しましょう～　とき＝８月12日

（日）、参加費＝300円
■合貝（あわせがい）づくり～蛤

（はまぐり）の内側に絵を描いて、

お姫様の遊び道具をつくりましょ

う～　とき＝８月18日（土） 参

加費＝400円

※各体験の時間は、午前10時～正午、

午後1時～４時30分です。また、参

加希望者多数のときは、参加できな

い場合もあります。そのほか、詳し

くは、いつきのみや歴史体験館

（TEL52-3890）へ。

■とき ９月２日（日） 受け付け＝

午前７時30分、出発＝午前８時

■集合場所 業平公園

■コース 約７㌔。業平公園から斎

王禊（みそぎ）の場、大淀城跡を

巡り総合グラウンドまで往復する

コース

※詳しくは、町民課（TEL52-7114）
へ。

忘れてはならない原子爆弾がもた

らした戦争の悲劇。戦争が残した原

爆の悲惨なつめ跡を、写真パネルで

展示します。

■とき ８月４日（土）～16日（木）
■ところ ふるさと会館２階展示コ

ーナー

※詳しくは、総務課（TEL52-7111）
へ。ふるさと会館の開館時間・休館

日などについては、同館（TEL52-
7131）へ。

■とき ９月７日（金） 午前９時

～正午

■ところ いつき会館（斎宮地区コ

ミュニティーセンター）

■テーマ 夏バテを解消しよう

■費用 500円程度（材料費）

■持ち物 エプロン・三角巾など

■申し込み ８月31日（金）までに、
食生活改善推進連絡協議会の永島

せい子さん（TEL52-5220）、ま
たは須賀慶子さん（TEL52-0187）
へ。

■後援 伊勢市・明和町・玉城町各

教育委員会ほか

■とき ９月２日（日） 午後１時開

場、１時30分開演、４時終了予定

■ところ 伊勢市観光文化会館　大

ホール

■公演内容 第１部＝クラシックス

テージ、第２部＝伊勢高等学校吹

奏楽部との合同ステージ、第３

部＝ポップスステージ

■チケット 大人＝前売り600円・

当日800円、学生＝前売り500

円・当日700円

■チケット取扱所 相可屋楽器店

（駅前店・ピアノプラザ）、村井楽

器、（有）村林楽器、Ｍサウンド
オオニシ、ジャスコ伊勢店、イオ

ン明和ショッピングセンター、伊

勢市観光文化会館

※詳しくは、伊勢シンフォニックバ

ンド事務局　村林さん（TEL090-
8738-2214）へ。

多数の人が出入りし、勤務または居

住する建物（甲種防火対象物）には、

消防法の規定により、資格を有する防

火管理者による防火管理業務を行う必

要があります。

松阪地区広域消防組合では、この資

格を取得するための講習会を、次のと

おり開催します。

■とき ９月13日（木）、14日（金）

甲種防火管理講習の
受講者を募集

伊勢シンフォニックバ
ンドの定期演奏会

いつき会館で
食改協の料理教室

ふるさと会館で
「原爆と人間展」を開催

９月２日に健康ウォーク
大淀の歴史探訪

１日フリー体験
夏休みの作品づくりを
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ふるさと会館では、子どもを対象とした読み聞か

せを、おはなし小槌の皆さんが次のとおり行います。

■とき・内容 ８月26日（日） 午後２時～　絵本

「そらとぶねこざかな」、紙芝居「てんとうむしの

テム」

■ところ ふるさと会館２階ロビー

【８月の休館日】

６日（月）・13日（月）・20日（月）・27日（月）

■夕涼みお話し会 ８月３日（金）午後７時～
■ロバート・サブダ「しかけ絵本展」 ８月31日

（金） まで開催中

※詳しくは、ふるさと会館（TEL52-7131）へ。

６日（月）行政・心配ごと相談（午前９時30分～正午）

20日（月）心配ごと相談（午後１時30分～４時）

●索餅（さくへい）づくり

～古代の食を体験～

古代人が健康を願って七夕に食べた索餅（さくへ

い）は、そうめんの原形ともいわれています。

■とき ８月26日（日） 午後１時～３時

■参加費 500円

■定員 30人

■申し込み いつきのみや歴史体験館で直接、また

は電話（52-3890）・ファクス（52-7089）で申

し込み

※詳しくは、いつきのみや歴史体験館（TEL52-3890）へ。

※いつきのみや歴史体験館で８月に行う「１日フリ

ー体験」のご案内について、本紙15ページの記事を

ご覧ください。

今月のお話会・ふるさと会館

今月の心配ごと相談・保健福祉センター

いつきのみや歴史体験館からのお知らせ

■最大震度別地震回数（平成19年６月11日～７月10日） 

震　度 

全　国 

明和町 

１ ２ ３ ４ ５弱 ５強 ６弱 ６強 ７ 合計 

※役場に設置の計測震度計による。 

※ 

81 23 8 5 0 0 0 0 0 117

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

一人で悩んでいませんか？
●「しつけ？それとも虐待？」

【相談窓口】

明和町保健福祉センターTEL52-7127

中勢児童相談所TEL059-231-5666

※お気軽に、まずはお電話してください。

総人口 

男 

女 

総世帯 

23,315人　 

11,262人　 

12,053人　 

7,620世帯 

７月の人口 

出生 

死亡 

転入 

転出 

16人 

19人 

78人 

26人 

６月中の異動 

明和町の皆さん、東海農政局国営宮川用水第

二期農業水利事業所です。

写真は、普段は工事で目に触れることのない

現在の斎宮池です。江戸時代から明和町の農地

を潤してきた歴史のあるため池ですが、本事業

により、有効貯水容量200万m3の大きな調整池

になります。

宮川用水は昭和41年以来、農地に用水を供給

してきましたが、約40年を経て、施設の老朽化

や営農形態の変化に伴い、安定した用水の確保

が困難になってきました。そこで、平成７年度

から本事業に着手し、幹線用水路のパイプライ

ン化などを進め、平成18年３月からは斎宮調整

池の工事にかかりました。

本調整池は、農地に用水を供給するために、

宮川の水が豊富なときに導水して水を貯めてお

き、渇水時に大きな役割を担うこととなります。

平成21年の斎宮調整池完成を目指して、安全

第一で工事を進めていきます。皆さんのご理解

とご協力のほど、よろしくお願いします。

国営宮川用水第二期事業
斎宮調整池


